教育予算の拡充に関する意見書

子どもたち一人ひとりが大切にされ、豊かな人間関係と教育環境のもとで、「共に生き、学び、育つ」、「地域に開かれた学校づくり」を進めることは、子ども、保護者、地域住民の共通した願いである。活力ある21世紀社会を築くためには、その土台となる「教育」への財政的な保障と定数措置を含む予算の確保が不可欠である。
現行の義務教育費国庫負担制度は、戦後日本の経済社会の成長・発展を根底で支えてきた義務教育の基盤を形成し、国の責務として、すべての国民に対して教育の機会均等を保障し、教育水準の維持向上を図るために、その財源的裏付けを与えてきた。

ところが、昭和60年度以降政府は、国と地方の費用負担のあり方について基本論議を避け、根本的な問題解決を先送りしたまま、旅費、教材費、共済費長期給付、公務災害補償基金負担金などをその対象から除外し、今年度からは児童手当、退職手当も一般財源化し、ほぼ給与費本体（給料と諸手当）を残すのみになったところである。
また、教育の地方分権の進展、地域に開かれた学校づくり、学校裁量の拡大、食に関する指導の充実など現状の学校課題、教育課題に対応する事務職員、栄養職員の役割はますます重要であり、引き続き同制度適用職員として維持されるべきである。

義務教育費国庫負担制度は、義務教育の水準と機会均等の確保という憲法の理念を財政的に担保するため優れた制度であり、地方財政が厳しい状況にあるからこそ、堅持すべきである。
よって、本市議会は、政府及び国会に対し、教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、教職員定数配置の改善など、下記の事項について強く要望する。

記

１　義務教育費国庫負担制度を堅持し、教職員給与費をこの制度から除外しないこと。
２　「第7次教職員定数改善計画」を完結し、すべての学校・学年で少人数による多様な学習を可能とする教職員配置を行うとともに、次期改善計画を策定・実施すること。
３　教育改革を推進し、21世紀に生きる子どもたちに、ゆとりある豊かで行き届いた教育を実現するために、教育諸条件の整備を図り、教育予算を拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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